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○釧路市老人福祉施設条例  

平成１７年１０月１１日  

釧路市条例第１１３号  

（設置）  

第１条 高齢者の心身の健康を増進し、その生活を明るく充実したものにす

るため、釧路市老人福祉施設（以下「老人福祉施設」という。）を設置す

る。  

（名称及び位置）  

第２条 老人福祉施設は、次の各号に区分し、当該各号ごとの施設の名称及

び位置は、それぞれ当該各号の表に定めるとおりとする。  

（１） 老人福祉センター  

名称  位置  

緑風荘  釧路市鶴ケ岱３丁目１番４０号  

釧路市第２老人福祉センター  釧路市愛国西３丁目２６番１号  

釧路市第３老人福祉センター  釧路市鳥取北４丁目２１番２号  

釧路市桜ケ岡老人福祉センター  釧路市桜ケ岡２丁目８番１号  

釧路市大川町老人福祉センター  釧路市大川町３番３６号  

釧路市柳町老人福祉センター  釧路市柳町１番４６号  

釧路市大楽毛老人福祉センター  釧路市大楽毛４丁目１２番１５号  

釧路市寿老人福祉センター  釧路市寿２丁目５番２号  

釧路市美原老人福祉センター  釧路市美原４丁目３番１号  

釧路市武佐老人福祉センター  釧路市武佐４丁目３０番１１号  

釧路市星が浦老人福祉センター  釧路市星が浦北３丁目１番３５号  

（２） 老人デイサービスセンター  

名称  位置  

釧路市星が浦老人デイサービスセン

ター  

釧路市星が浦北３丁目１番３３号  
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釧路市鉄北老人デイサービスセンタ

ー  

釧路市柳町１番４３号  

（３） 複合施設  

名称  位置  

釧路市望洋ふれあい交流センター  釧路市春採４丁目１０番１５号  

釧路市白樺ふれあい交流センター  釧路市白樺台２丁目１番１号  

（４） 老人集会所  

名称  位置  

釧路市昭和老人集会所  釧路市昭和町２丁目４番１８号  

（事業）  

第３条 老人福祉施設は、次に掲げる事業及びその事業に付随する事業を行

う。  

（１） 高齢者に関する各種の相談に関すること。  

（２） 高齢者の健康増進及び疾病予防の指導並びにこれらに係る情報の

提供に関すること。  

（３） 高齢者の教養の向上及びレクリエーションのための便宜の供与に

関すること。  

（４） 老人クラブの育成及び指導に関すること。  

（５） 日常生活を営むのに支障がある者（介護保険法（平成９年法律第

１２３号）第８条第７項に規定する通所介護の事業又は同法第１１５条

の４５第１項第１号ロに掲げる事業を利用できる者を除く。）で規則で

定めるもの又はその養護者に対する入浴、食事の提供、機能訓練、介護

方法の指導その他便宜の供与に関すること。  

（６） 世代間の交流に関すること。  

（７） 地域住民の集会等の用のための便宜の供与に関すること。  

（８） シルバーハウジングに係る便宜の供与に関すること。  

（９） 高齢者又は養護者と市、老人福祉施設、医療施設等との連絡調整

等に関すること。  
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２  前条の老人福祉施設の区分に応じた前項の事業項目の分別は、規則で定

める。  

（使用承認）  

第４条 老人福祉施設の使用に当たって、次の各号のいずれかに該当すると

きは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。  

（１） 第２条第１号の施設又は第３号の施設（規則で定める部分に限る。）

を規則で定める者が使用しようとするとき。  

（２） 第２条第１号の施設又は第３号の施設を休館日又は開館時間外に

使用しようとするとき。  

（施設の管理等の特例）  

第５条 第４条の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる老人福祉施設の

うち同表の中欄に掲げる施設の部分の管理、使用等については、同表右欄

に掲げる条例の定めるところによる。  

老人福祉施設の名称  施設の部分  適用条例  

釧路市白樺ふれあい交

流センター  

第３条第１項第７

号の事業に供する

施設の部分  

釧路市地区会館条例（平成１７年

釧路市条例第３２号）  

（委任）  

第６条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。  

附  則  

（施行期日）  

１  この条例は、平成１７年１０月１１日から施行する。  

（経過措置）  

２  この条例の施行の日の前日までに、合併前の釧路市老人福祉施設条例（平

成６年釧路市条例第４６号）の規定によりなされた処分、手続その他の行

為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。  

附  則（平成１７年１２月１３日条例第３０２号）  

この条例は、平成１８年４月１日から施行する。  
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附  則（平成２５年３月２５日条例第１２号）  

この条例は、平成２５年４月１日から施行する。  

附  則（平成２７年３月２０日条例第１８号）抄  

（施行期日）  

１  この条例は、平成２７年４月１日から施行する。ただし、第３条の規定

及び第４条中釧路市老人福祉施設条例第３条第１項第５号の改正規定（「第

７条第１１項」を「第８条第７項」に改める部分に限る。）は、公布の日

から施行する。  

（釧路市老人福祉施設条例の一部改正に伴う経過措置）  

４  釧路市介護保険条例附則第７条第１項に規定する期間においては、第４

条の規定による改正後の釧路市老人福祉施設条例第３条第１項第５号中

「同法第１１５条の４５第１項第１号ロに掲げる事業」とあるのは、「地

域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備

等に関する法律（平成２６年法律第８３号。以下「整備法」という。）附

則第１４条第２項の規定によりなおその効力を有するものとされた整備法

第５条の規定（整備法附則第１条第３号に掲げる改正規定に限る。）によ

る改正前の介護保険法第８条の２第７項に規定する介護予防通所介護の事

業」とする。  

（規則への委任）  

５  この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置

は、規則で定める。  

 


